
平
成
二
六
年
度
募
集
要

項
で
従
来
と
比
較
し
て
大

き
く
変
更
さ
れ
て
い
る
の

が
、
格
付
け
で
す
。

こ
れ
ま
で
再
任
用
者
の

格
付
け
は
、
三
級
格
付
け

が
最
高
位
級
で
し
た
が
来

年
度
採
用
者
か
ら
は
、
四

級
格
付
け
も
可
能
な｢

募
集

要
項｣

に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
ユ
ニ
オ
ン
が

長
年
、
働
き
が
い
の
あ
る

業
務
や
処
遇
の
改
善
を
求

め
て
き
た
結
果
で
す
。

今
後
は
、
四
級
発
令
を

こ
れ
ま
で
の
経
験
や
能

力
を
生
か
す
た
め
、
さ
ら

に
、
地
域
住
民
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
を
図
る
た
め
、
ユ

ニ
オ
ン
は
再
任
用
者
の
出

張
所
勤
務
を
強
く
要
求
し

て
き
ま
し
た
が
、｢

募
集
要

項｣

で
は
、｢

勤
務
官
署｣

に

つ
い
て

・｢

事
務
所
本
所｣

と
し
て

出
張
所
勤
務
を
排
除
し

て
い
る
地
整
、
東
北･

北

陸･

中
部･

九
州
、

・｢

事
務
所｣

と
し
て
出
張

所
勤
務
を
排
除
し
て
い

な
い
地
整
、
関
東･

近
畿

･
中
国･

四
国
、

と
な
っ
て
い
ま
す

二
〇
一
一
年
人
事
院
が

｢

定
年
延
長｣

の
意
見
具
申
、

政
府
は
こ
れ
を
無
視
し｢

義

務
的
再
任
用
制
度｣

を
強
行

し
た
も
の
の
、
総
賃
金
抑

制
の
中
で
定
削
・
新
採
確

保
の
壁
に
当
た
り
、｢

義
務

的
再
任
用｣

は
、
形
骸
化
へ

の
一
途
を
た
ど
り
つ
つ
あ

り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
私

た
ち
の
職
場
で
は
、
旧
建

設
省
時
代
か
ら
、
連
年
に

渡
る
大
幅
な
定
員
削
減
を

強
行
さ
れ
、
当
局
は
そ
れ

を
唯
々
諾
々
と
受
け
入
れ
、

職
員
を
差
別
す
る
た
め
に

定
数
改
善
を
サ
ボ
り
、
結

果
的
に
現
在
の
よ
う
な
定

員
も
定
数
も
足
り
な
い
と

い
う
状
況
を
作
り
出
し
て

き
て
い
ま
す
。

ユ
ニ
オ
ン
は
、
こ
れ
ま

で
国
土
交
通
省
や
総
務
省･

人
事
院
に
対
し
て

｢

勤
務
延
長｣

｢

希
望
者
全

員
の
採
用｣

｢

再
任
用
は
別

定
数｣

｢

誇
り
と
働
き
が
い

の
持
て
る
職
場
環
境
の
確

立｣
｢

他
省
庁
並
み
の
格
付

け｣

を
要
求
し
て
署
名
活
動

や
交
渉･

折
衝
を
実
施
し
て

き
ま
し
た
。
他
省
庁
で
は
、

常
時
勤
務
採
用
も
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
国
交
省
で
の

実
施
を
求
め
て
引
き
続
き

が
ん
ば
り
ま
し
ょ
う
。
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平成２６年度再任用募集始まる

再任用者の４級格付け実現へ
再
任
用
の
平
成
二
六
年
度
募
集
要
項
が
各
地
方
整
備
局
で
公
表
さ
れ
、
再
任
用
者
の
募
集
が
始

ま
り
ま
し
た
。

全
国
の｢

要
項｣

を
見
て
み
ま
す
と
、
各
地
整
と
も
四
級
格
付
け
を
表
記
し
、
来

年
度
か
ら
の
四
級
発
令
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
義
務
的
再
任
用
に
よ
る｢

常
時
勤
務
（
フ

ル
タ
イ
ム
勤
務
）｣

に
つ
い
て
は
、
採
用
せ
ず
、｢

週
４
日
勤
務｣

で
お
茶
を
濁
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

義
務
的
再
任
用
に
よ
る
全
員
常
時
勤
務

本
省
は
、
地
整
に
責
任
転
嫁

地
整
は
、｢

週
４
日
勤
務｣

で
お
茶
を
濁
す

｢

差
別･

情
実｣

に
使
わ
せ
な

い
た
め
、
発
令
の｢

基
準｣

を

透
明･

公
平
に
さ
せ
て
い
く
こ

と
が
大
切
で
す
。

勤
務
地
の
記
載
は
、
各
地
整
で
ば
ら
つ
き

平
成
二
六
年
度
採
用
者
か
ら
四
日
勤
務
の
実
施

勤
務
形
態
に
つ
い
て
は
、

｢

義
務
的
再
任
用
制
度｣

の
趣

旨
か
ら
し
て
、
希
望
者
は
全

員
常
時
勤
務
と
す
る
べ
き
で

す
。
本
省
は
任
命
権
者
の
判

断
と
し
て
い
ま
す
が
、
各
地

整
の
募
集
要
項
は
「
常
時
勤
務

ま
た
は
、
週
三
～
四
日
の
短
時

間
勤
務
」
と
昨
年
と
同
じ
で
す

が
、
東
北
地
整
の｢

要
項｣

で

は
「
公
的
年
金
の
支
給
開
始

年
齢
に
達
す
る
年
度
ま
で
は
、

原
則
週
四
日
勤
務
と
す
る
。
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、

九
州
で
平
成
二
六
年
度
募
集

か
ら
週
四
日
勤
務
を
募
集
し

て
い
る
こ
と
。
さ
ら
に
、｢

常

時
勤
務
で
な
く
週
四
日
勤
務

採
用｣

と
再
任
用
説
明
会
な

ど
で
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と

（
内
容
は
二
面
最
下
段
）
か

ら
、
平
成
二
五
年
度
再
任
用

者
ま
で
は
週
三
日
勤
務
、
平

成
二
六
年
度
再
任
用
者
は

「
常
時
勤
務
は
実
施
せ
ず
、

週
四
日
勤
務
で
お
茶
を
濁

す｣

意
図
が
う
か
が
わ
れ
ま

す
。

こ
の
ま
ま
だ
と

義
務
的
再
任
用
が
形
骸
化

通知日
東北 7月16日

北陸 7月4日
関東 7月4日
中部 7月9日
近畿 7月8日
中国 7月4日
四国 7月3日
九州 7月2日
地理 7月4日



中
国
支
部
は
、
七
月
三

日
人
事
院
中
国
事
務
局
交

渉
を
実
施
し
ま
し
た
。

交
渉
の
冒
頭
、
山
本
委

員
長
は
、
職
場
の
管
理
職

等
一
二
一
名
か
ら
集
約
し

た
「
国
家
公
務
員
賃
金
の

復
元
勧
告
と
管
理
職
員
の

災
害
時
や
深
夜
勤
務
の
超

勤
支
給
を
求
め
る
署
名
」

を
提
出
し
、

①

国
家
公

務
員
賃
金
の
復
元
勧
告

②

管
理
職
員
の
超
過
勤
務
手

当
の
支
給
等
等
の
追
及
を

お
こ
な
い
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
人
事

院
は
、
賃
金
の
復
元
勧
告

に
つ
い
て
「
減
額
さ
れ
て

二
年
目
で
あ
り
、
人
事
院

と
し
て
の
職
責
を
果
た
し

て
い
き
た
い
」
管
理
職
の

超
過
勤
務
手
当
等
に
つ
い

て
「
今
後
も
問
題
意
識
は

あ
り
検
討
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
」
「
管
理
職
特
別
勤

務
手
当
は
、
ご
指
摘
の
よ

う
に
振
り
替
え
を
取
る
の

が
現
実
的
に
厳
し
い
実
態

は
承
っ
た
」
等
の
回
答
を

近
畿
支
部
は
、
七
月
五

日
地
方
事
務
局
交
渉
を
実

施
し
ま
し
た
。

近
畿
事
務
局
交
渉

行
い
ま
し
た
。

署
名
を
提
出
す
る

中
国
支
部
山
本
委
員
長

交
渉
の
冒
頭
、
片
山
委

員
長
よ
り
要
求
書
並
び
に

三
四
七
名
分
の
署
名
を
提

出
後
、「
臨
時
特
例
法
で
毎

年
六
〇
万
円
を
超
え
る
給

与
カ
ッ
ト
が
さ
れ
、
現
政

権
の
デ
フ
レ
脱
却
の
政
策

か
ら
も
逆
行
し
て
い
る
。

今
年
一
月
か
ら
の
段
階
的

退
職
金
の
切
り
下
げ
や
五

〇
歳
代
後
半
の
昇
給
抑
制

な
ど
、
ま
さ
に
我
々
働
く

管
理
職
員
を
狙
い
撃
ち
に

す
る
内
容
で
あ
り
、
意
欲

を
な
え
さ
せ
る
内
容
ば
か

り
で
す
。
人
事
院
は
広
範

な
権
限
を
有
し
、
内
閣
か

ら
も
独
立
し
て
行
使
で
き

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
存
在

意
義
を
賭
け
て
勧
告
さ
れ

た
い
」
と
の
発
言
を
行
い

ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

人
事
院
は
、「
五
〇
歳
代
後

東
北
支
部
は
七
月
八
日

東
北
事
務
局
交
渉
を
実
施

し
ま
し
た
。

交
渉
で
は
、
堀
井
東
北

支
部
委
員
長
が
「
特
例
法

は
憲
法
・
国
公
法
に
違
反

し
、
六
二
五
万
人
労
働
者

に
波
及
し
て
一
層
経
済
を

経
済
を
冷
え
込
ま
せ
て
い

る
。
震
災
と
は
関
係
の
な

い
事
業
に
一
兆
円
以
上
も

流
用
さ
れ
て
い
る
。
不
当

に
削
減
さ
れ
た
賃
金
を
回

復
す
る
よ
う
、
今
年
の
勧

告
を
強
く
要
求
す
る
」
と
、

管
理
職
の
超
過
勤
務
手
当
、

再
任
用
問
題
と
併
せ
て
追

及
を
行
い
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
地
方

事
務
局
は
「
（
賃
金
の
話
は
）

大
変
身
に
つ
ま
さ
れ
る
内

容
だ
。
超
過
勤
務
に
つ
い

て
は
、
一
昨
年
調
査
を
し

た
。
問
題
意
識
を
持
っ
て

い
る
。
再
任
用
で
、
同
じ

仕
事
で
級
が
違
う
の
は
お

か
し
い
。
」

等
の
回
答
を

行
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
交
渉
の
冒
頭
、

管
理
職
等
一
三
一
筆
の
署

半
層
に
お
け
る
給
与
差
は

相
当
程
度
存
在
。
再
任
用

は
、
人
勧
で
何
ら
か
の
形

で
触
れ
て
い
く
と
に
な
る
」

と
回
答
し
ま
し
た
。

名

（
そ
の
他
二
五
筆
）
を

提
出
し
ま
し
た
。

支給ベースの勧告を行え！ 特例法延長を許すな！
管理職員にも超勤支給を行え！

管理職員の切実な声を背景に各支部人事院地方事務局交渉実施
現
在
、

国
土
交
通
省
管
理
職
ユ
ニ
オ
ン
は
、「
特
例
法
に
よ
る

給
与
削
減
を
回
復
す
る
措
置
」「
二
〇
一
三
年
度
人
勧
は
削
減

さ
れ
た
給
与
で
比
較
し
、
そ
の
差
の
勧
告
」「
賃
金
の
年
齢
差

別
解
消｣

｢

管
理
職
員
へ
の
超
過
勤
務
手
当
の
支
給｣

を
求
め
て
、

四
月
よ
り
署
名
活
動
を
取
り
組
み
、
そ
れ
を
背
景
に
人
事
院
地

方
事
務
局
交
渉
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

勧
告
に
反
映
す
る
よ
う
強
い
要
求
が
あ
っ
た
こ
と
は
本
院
に
伝
え
る

人
事
院
中
国
地
方
事
務
局

管
理
職
員
狙
い
撃
ち
の
賃
金
抑
制
働
く
意
欲
を
萎
え
さ
せ
る

片
山
近
畿
支
部
委
員
長

特
例
法
は
憲
法･

国
公
法
違
反
、

削
減
さ
れ
た
賃
金
の
回
復
を
強
く
要
求
す
る

堀
井
東
北
支
部
委
員
長

東北 7月8日

北陸 7月18日
関東 7月11日
中部 7月19日
近畿 7月5日
中国 7月3日
四国 7月31日
九州 7月19日
地理 7月10日

人事院交渉日

再任用説明会等での常時勤務の説明内容
Ａ地整

・Ｓ２８年度生は定数の関係から「週４日」の勤務形態です。
Ｂ地整

・検討したが、短時間勤務での募集になる。
Ｃ地整

・年齢構成から見て、若手職員を採用したいためハーフにせざ
るをえなかった。


